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　　ハ　保有目的が純投資目的である投資株式
　　　　該当事項はありません。

　⑥　会計監査の状況
　　　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は○○○○であり、ヤマト監査法人に所属し、・・・・・・・・・
　　・・当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士○名、会計士補等○名、その他○名であり・・・・・・・
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・であります。

　⑦　中間配当
　　…　当社は、・・・・・・・・・・・・・・・（理由）・・・・・・・・・・・・・・・、会社法第 454 条第
5 項の規定により、取締役会の決議によって毎年 9月 30 日を基準日として中間配当を行うことができる
旨を定款に定めております。

⑵【監査報酬の内容等】
　①…【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区　分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 28 － 30 －
連結子会社 5 － 5 －
計 33 － 35 －

　②【その他重要な報酬の内容】
　　　該当事項はありません。

　③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
　　　該当事項はありません。

　④【監査報酬の決定方針】
　　　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、・・・・・・・・・・・・・・・・。
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２－１－ 30

第一部　企業情報 第 5　経理の状況 連結財務諸表等

30 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項
　　すべての子会社を連結しております。
　　　連結子会社の数
　　　　１社
　　　連結子会社の名称
　　　　ABCD㈱

２．持分法の適用に関する事項
　⑴　持分法を適用した関連会社の数
　　　　　１社
　　　　会社等の名称
　　　　　EFGH㈱

　⑵　持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
　　　　　PQR㈱
　　　　　STU㈱
　　　　持分法を適用しない理由
　　　　…　持分法を適用していない関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か
つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項
　⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法
　　①　有価証券
　　　ａ　満期保有目的の債券
　　　　　償却原価法（利息法）
　　　ｂ　その他有価証券
　　　　　時価のあるもの
　　　　　…　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定）
　　　　　時価のないもの
　　　　　　移動平均法による原価法

　　②　たな卸資産
　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産
　　　　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
　　　　ａ　商品・原材料・貯蔵品
　　　　　　　移動平均法
　　　　ｂ　製品・仕掛品
　　　　　　　総平均法
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　⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　①　有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定率法を採用しております。
　　　…　ただし、平成 10 年４月以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用して

おります。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　建物及び構築物　　 　10 ～ 40 年
　　　　　機械装置及び運搬具　　5～ 10 年

　　②　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定額法を採用しております。
　　　…　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

　　③　リース資産
　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　⑶　重要な引当金の計上基準
　　①　貸倒引当金
　　　…　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　　②　賞与引当金
　　　…　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を

計上しております。

　　③　役員賞与引当金
　　　…　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計

上しております。

　　④　役員退職慰労引当金
　　　…　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

　⑷　退職給付に係る会計処理の方法
　　①　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　…　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　…　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より費用処理しております。
　　　…　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　⑸　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　　…　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

　⑹　その他連結財務諸表作成のための重要な事項
　　　消費税等の会計処理
　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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３．主要な顧客ごとの情報
（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
株式会社 JKL 24,035 制御装置関連
株式会社HKO 21,036 電源機器関連

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　　該当事項はありません。

■チェックリスト■
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第５　経理の状況 連結財務諸表等第一部　企業情報

49 注記事項
関連当事者情報

会社と関連当事者との取引は、必ずしも対等な立場で行われてい
るとは限らない。そのうえ、関連当事者との取引は、一般に見ることのできな
い条件で行われることがあり、その状況は財務諸表からは容易に識別できな
い。また、取引がなくても、関連当事者の存在自体が、会社の財政状態や経営
成績に影響を及ぼすこともある。そこで、関連当事者との取引や関連当事者の
存在に関する開示を行うことで、それらが連結財務諸表に与えている影響を連
結財務諸表利用者が把握できるようにする。

ひな型編　〔上57〕

■ 位置づけ ■ 

■ 参　　照 ■ 

■ 記 載 例 ■ 

〔チェックリスト〕

（作成プロセスの文書化）
本注記の作成プロセスは文書化されるとともに、元資料との照合や計
算突合、承認権限者による承認がチェックリスト等により漏れなく行わ
れるよう制度化され、かつ、適切に運用されているか。

（マネジメント・アプローチ）
セグメント情報が取締役会等の経営意思決定を行う会議に提出され、
利用されている実態があるか。

（増減分析）
注記作成者以外の者により、前連結会計年度の注記の内容との比較・
増減結果の分析が行われ、開示責任者に報告（または承認）されている
か。

〔必要となる資料・データ〕
・　前期の有価証券報告書
・　取締役会議事録（最高経営意思決定機関に提供される金額）とその元資料
・　量的基準の判定シート
・　差異調整に関する資料

〔リファレンス〕
・　【事業の内容】〔2－1－4〕、【従業員の状況】〔2－1－6〕、【業績等の概要】
　　〔2－1－7〕、【生産、受注及び販売の状況】〔2－1－8〕、【研究開発活動】
　　〔2－1－12〕、【設備投資等の概要】〔2－1－14〕、【主要な設備の状況】
　　〔2－1－15〕、【設備の新設、除却等の計画】〔2－1－16〕
・　連結貸借対照表（有形固定資産、のれんの未償却残高、資産合計、負債合計）
　　〔2－1－24〕
・　連結損益計算書（売上高、減価償却費、のれんの償却額、受取利息、支払利息、持
分法投資利益又は損失、負ののれん発生益、減損損失、税金費用）〔2－1－25〕
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49 注記事項
関連当事者情報

会社と関連当事者との取引は、必ずしも対等な立場で行われてい
るとは限らない。そのうえ、関連当事者との取引は、一般に見ることのできな
い条件で行われることがあり、その状況は財務諸表からは容易に識別できな
い。また、取引がなくても、関連当事者の存在自体が、会社の財政状態や経営
成績に影響を及ぼすこともある。そこで、関連当事者との取引や関連当事者の
存在に関する開示を行うことで、それらが連結財務諸表に与えている影響を連
結財務諸表利用者が把握できるようにする。

ひな型編　〔上57〕

■ 位置づけ ■ 

■ 参　　照 ■ 

■ 記 載 例 ■ 

〔チェックリスト〕

（作成プロセスの文書化）
本注記の作成プロセスは文書化されるとともに、元資料との照合や計
算突合、承認権限者による承認がチェックリスト等により漏れなく行わ
れるよう制度化され、かつ、適切に運用されているか。

（マネジメント・アプローチ）
セグメント情報が取締役会等の経営意思決定を行う会議に提出され、
利用されている実態があるか。

（増減分析）
注記作成者以外の者により、前連結会計年度の注記の内容との比較・
増減結果の分析が行われ、開示責任者に報告（または承認）されている
か。

〔必要となる資料・データ〕
・　前期の有価証券報告書
・　取締役会議事録（最高経営意思決定機関に提供される金額）とその元資料
・　量的基準の判定シート
・　差異調整に関する資料

〔リファレンス〕
・　【事業の内容】〔2－1－4〕、【従業員の状況】〔2－1－6〕、【業績等の概要】
　　〔2－1－7〕、【生産、受注及び販売の状況】〔2－1－8〕、【研究開発活動】
　　〔2－1－12〕、【設備投資等の概要】〔2－1－14〕、【主要な設備の状況】
　　〔2－1－15〕、【設備の新設、除却等の計画】〔2－1－16〕
・　連結貸借対照表（有形固定資産、のれんの未償却残高、資産合計、負債合計）
　　〔2－1－24〕
・　連結損益計算書（売上高、減価償却費、のれんの償却額、受取利息、支払利息、持
分法投資利益又は損失、負ののれん発生益、減損損失、税金費用）〔2－1－25〕

（比較情報）
　比較情報である前連結会計年度の欄に、前期の有価証券報告書のデー
タが正しく転記されていることを確認したか（遡及適用を行っている場
合を除く）。
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ひな型編　〔上57〕

■ 位置づけ ■ 

■ 参　　照 ■ 

■ 記 載 例 ■ 

〔チェックリスト〕

（作成プロセスの文書化）
本注記の作成プロセスは文書化されるとともに、元資料との照合や計
算突合、承認権限者による承認がチェックリスト等により漏れなく行わ
れるよう制度化され、かつ、適切に運用されているか。

（マネジメント・アプローチ）
セグメント情報が取締役会等の経営意思決定を行う会議に提出され、
利用されている実態があるか。

（増減分析）
注記作成者以外の者により、前連結会計年度の注記の内容との比較・
増減結果の分析が行われ、開示責任者に報告（または承認）されている
か。

〔必要となる資料・データ〕
・　前期の有価証券報告書
・　取締役会議事録（最高経営意思決定機関に提供される金額）とその元資料
・　量的基準の判定シート
・　差異調整に関する資料

〔リファレンス〕
・　【事業の内容】〔2－1－4〕、【従業員の状況】〔2－1－6〕、【業績等の概要】
　　〔2－1－7〕、【生産、受注及び販売の状況】〔2－1－8〕、【研究開発活動】
　　〔2－1－12〕、【設備投資等の概要】〔2－1－14〕、【主要な設備の状況】
　　〔2－1－15〕、【設備の新設、除却等の計画】〔2－1－16〕
・　連結貸借対照表（有形固定資産、のれんの未償却残高、資産合計、負債合計）
　　〔2－1－24〕
・　連結損益計算書（売上高、減価償却費、のれんの償却額、受取利息、支払利息、持
分法投資利益又は損失、負ののれん発生益、減損損失、税金費用）〔2－1－25〕

（セグメントの集約）
　事業セグメントを「その他」として集約している場合、金額的重要性
及び質的重要性の観点から、その他に集約することの是非を検討してい
るか。また、当該検討結果を文書に残して社内承認を得ているか。

   

（増減分析）
　注記作成者以外の者により、前連結会計年度の注記の内容との比較・
増減結果の分析が行われ、開示責任者に報告（または承認）されているか。

（リファレンス）
　主要な顧客ごとの情報に記載した事項は、「第 2　事業の状況　2　生
産、受注及び販売の状況」の記載事項と整合しているか。
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２－１－ 55

338

2－1－55

〔関連条文等〕
・　開示府令第三号様式（記載上の注意）㊻、同第二号様式（記載上の注意）�

〔必要となる資料・データ〕
・　第１〜第３四半期の四半期報告書
・　第４四半期については四半期報告書の四半期損益計算書に準じて算出したもの
・　連結損益計算書〔2－1－25〕

〔リファレンス〕
・　第１〜第３四半期の四半期報告書
・　連結損益計算書〔2－1－25〕
・　個別財務諸表の「その他」〔2－1－69〕

■ 資　　料 ■ 

〔チェックリスト〕

（作成プロセスの文書化）
本項目の作成プロセスは文書化されるとともに、元資料との照合や計
算突合、承認権限者による承認がチェックリスト等により漏れなく行わ
れるよう制度化され、かつ、適切に運用されているか。

３　重要な訴訟事件等
企業集団の営業その他に関し重要な訴訟事件等があるときは、その概要を記載す
る。

ｅ　税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額
ｆ　当期純利益金額又は当期純損失金額
ｇ　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額
　なお、ｄについては第４四半期についても開示が必要となる。

�

   

（資産・負債の著しい変動等）
　当連結会計年度終了後報告書提出日までに、資産・負債に著しい変動
及び損益に重要な影響を与えた事実又は与えることが確実に予想される
事実が生じた場合には、その概要を記載しているか（ただし、臨時報告
書又はこの報告書の他の箇所に含めて記載したものについては記載を要
しない）。

（重要な訴訟事件等）
　企業集団の営業その他に関し重要な訴訟事件等があるときは、その概
要を記載しているか。

h
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　　②【損益計算書】
（単位：百万円）

前事業年度
（自　平成X9年４月１日
　至　平成X0年３月31日）

当事業年度
（自　平成X0年４月１日
　至　平成X1年３月31日）

売上高 161,237 175,125
売上原価 141,764 155,201
売上総利益 19,473 19,924
販売費及び一般管理費 ※ 1　15,950 ※ 1　15,845
営業利益 3,523 4,079
営業外収益
　受取利息及び配当金 756 683
　有価証券利息 49 45
　その他 21 7
　営業外収益合計 826 735
営業外費用
　支払利息 605 580
　社債利息 252 247
　社債発行費償却 200 200
　その他 22 26
　営業外費用合計 1,079 1,053
経常利益 3,270 3,761
特別利益
　有形固定資産売却益 ※ 2　617 ※ 2　30
　投資有価証券売却益 106 250
　特別利益合計 723 280
特別損失
　有形固定資産売却損 ※ 3　111 ※ 3　15
　有形固定資産除却損 ※ 4　32 ※ 4　260
　投資有価証券売却損 34 150
　投資有価証券評価損 － 700
　貸倒損失 144 －
　その他 － 100
　特別損失合計 321 1,225
税引前当期純利益 3,672 2,816
法人税、住民税及び事業税 2,156 1,585
法人税等調整額 △ 540 △ 149
法人税等合計 1,616 1,436
当期純利益 2,056 1,380

　　③【株主資本等変動計算書】について
　　…　財規 127 条 1 項 3 号において、株主資本等変動計算書の様式も定められているが、記載内容は、特例財
務諸表提出会社の特例を選択していない会社と同一であるため、ここでの記載は省略する。
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（損益計算書関係）
※ 1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成X9年４月１日
　至　平成X0年３月31日）

当事業年度
（自　平成X0年４月１日
　至　平成X1年３月31日）

減価償却費 1,737 百万円 1,513 百万円
貸倒引当金繰入額 45　〃　 10　〃　
賞与引当金繰入額 405　〃　 410　〃　
役員賞与引当金繰入額 125　〃　 95　〃　
役員退職慰労引当金繰入額 103　〃　 80　〃　
運賃及び荷造費 4,311　〃　 4,185　〃　
給料及び手当 3,205　〃　 3,414　〃　
研究開発費 1,687　〃　 1,855　〃　

おおよその割合
販売費 46…％ 48…％
一般管理費 54…％ 52…％

※ 2　有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成X9年４月１日
　至　平成X0年３月31日）

当事業年度
（自　平成X0年４月１日
　至　平成X1年３月31日）

建物 617 百万円 ―　
機械及び装置 ― 30 百万円

計 617 百万円 30 百万円

※ 3　有形固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成X9年４月１日
　至　平成X0年３月31日）

当事業年度
（自　平成X0年４月１日
　至　平成X1年３月31日）

機械及び装置 103 百万円 ―
車両運搬具 8　〃　 ―
工具、器具及び備品 ―… 15 百万円

計 111 百万円 15 百万円

※ 4　有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成X9年４月１日
　至　平成X0年３月31日）

当事業年度
（自　平成X0年４月１日
　至　平成X1年３月31日）

機械及び装置 30 百万円 190 百万円
車両運搬具 ―… 10　〃　
工具、器具及び備品 2百万円 60　〃　

計 32 百万円 260 百万円
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却
累計額

有形固
定資産

建物 25,793 520 ― 2,326 23,987 10,331
構築物 1,216 ― ― 119 1,097 1,265
機械及び装置 18,919 5,320 150 4,112 19,977 29,861
車両運搬具 85 150 10 34 191 48
工具器具及び備品 4,033 1,650 417 1,620 3,646 8,502
土地 8,754 ― ― ― 8,754 ―
リース資産 2,351 1,200 ― 792 2,759 1,851
建設仮勘定 2,996 2,200 2,396 ― 2,800 ―

計 64,147 11,040 2,973 9,003 63,211 51,858
無形固
定資産

ソフトウエア 206 ― ― 82 124 ―
計 206 ― ― 82 124 ―

（注 )　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 赤羽工場 ○○製造設備 4,802 百万円

船橋工場 ○○製造設備 300　〃　
工具、器具及び備品 赤羽工場 ○○製造設備 966　〃　

船橋工場 ○○製造関係 123　〃　
リース資産 船橋工場 ○○製造設備 920　〃　

本社 ホストコンピュータ 280　〃　
建設仮勘定 船橋工場 ○○製造設備 2,200　〃　

【引当金明細表】
（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸倒引当金 678 467 457 688
賞与引当金 2,321 2,350 2,321 2,350
役員賞与引当金 125 95 125 95
役員退職慰労引当金 605 80 41 644

２－１－ 74

金融商品取引法関連
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２－２－ 18

第一部　企業情報 第 4　経理の状況 四半期連結財務諸表

18 注記事項　四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１.…　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
次のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間
（自　平成X9年４月１日
　至　平成X9年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成X0年４月１日
　至　平成X0年９月30日）

現金及び預金 22,401 百万円 25,699 百万円
有価証券 12,491　〃　 7,450　〃　
　　　計 34,892 百万円 33,149 百万円
預入期間３か月超の定期預金 △ 9,942　〃　 △ 8,500　〃　
MMFを除く有価証券 △ 4,264　〃　 △ 1,450　〃　
現金及び現金同等物 20,686 百万円 23,199 百万円

■チェックリスト■
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第４　経理の状況 四半期連結財務諸表第一部　企業情報

10 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

四半期連結累計期間における企業集団のキャッシュ・フローの状
況を表す。

ひな型編　〔下13〕

■ 位置づけ ■ 

■ 参　　照 ■ 

■ 記 載 例 ■ 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、四半期連結財務諸表の一部を構成し、
企業集団の四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を活動別（営業活動、
投資活動、財務活動）に表している。
記載が必要な四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、当四半期連結累計期間に

係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書と前年同四半期連結累計期間に係る四半
期連結キャッシュ・フロー計算書であり、比較する形式（左側に前期分、右側に当
期分）となる。金額は、千円又は百万円単位で記載する。
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、第２四半期の四半期報告書において作

成すれば足りる。第１四半期、第３四半期での作成は任意となっているが、第１四
半期で作成した場合には第３四半期も作成しなければならない。
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法（作成方法）については、有価

証券報告書の連結キャッシュ・フロー計算書の解説〔2－1－28〕参照。

■ 解　　説 ■ 

〔関連条文等〕
・　四半期連結財規84条〜87条
・　四半期連結財規様式第五号又は第六号の様式及び記載上の注意
・　開示府令第四号の三様式（記載上の注意）⒆、㉓

〔必要となる資料・データ〕
・　連結キャッシュ・フロー精算表
・　前期組替表

〔リファレンス〕
・　【主要な経営指標等の推移】〔4－1－2〕
・　四半期連結貸借対照表（現金及び預金：不一致の場合あり）〔4－1－7〕
・　四半期連結損益計算書（税金等調整前四半期純利益他）〔4－1－8〕
・　勘定科目に関連のある注記情報（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係の注記
等）〔4－1－18〕

■ 資　　料 ■ 

〔チェックリスト〕

（様式）
記載の様式は四半期連結財規様式第五号又は第六号によっているか。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書の配列）
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の配列は、当期分を右側、比較
情報である前年同四半期分を左側に記載しているか。

（比較情報）
比較情報である前年同四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計
算書は、前期の四半期報告書のデータをもとに適切に作成されているこ
とを確認したか（遡及適用を行っている場合を除く）。

（注記番号）
特定の科目に関係する注記については、当該科目と注記との整合性を
とっているか。

（科目名）
科目名は原則として「EDINETタクソノミ」に拠っているか。

（金額単位）
単位は千円又は百万円で統一されているか。

（作成プロセスの文書化）
　本注記の作成プロセスは文書化されているか。
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第４　経理の状況 四半期連結財務諸表第一部　企業情報

10 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

四半期連結累計期間における企業集団のキャッシュ・フローの状
況を表す。

ひな型編　〔下13〕

■ 位置づけ ■ 

■ 参　　照 ■ 

■ 記 載 例 ■ 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、四半期連結財務諸表の一部を構成し、
企業集団の四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を活動別（営業活動、
投資活動、財務活動）に表している。
記載が必要な四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、当四半期連結累計期間に

係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書と前年同四半期連結累計期間に係る四半
期連結キャッシュ・フロー計算書であり、比較する形式（左側に前期分、右側に当
期分）となる。金額は、千円又は百万円単位で記載する。
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、第２四半期の四半期報告書において作

成すれば足りる。第１四半期、第３四半期での作成は任意となっているが、第１四
半期で作成した場合には第３四半期も作成しなければならない。
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法（作成方法）については、有価

証券報告書の連結キャッシュ・フロー計算書の解説〔2－1－28〕参照。

■ 解　　説 ■ 

〔関連条文等〕
・　四半期連結財規84条〜87条
・　四半期連結財規様式第五号又は第六号の様式及び記載上の注意
・　開示府令第四号の三様式（記載上の注意）⒆、㉓

〔必要となる資料・データ〕
・　連結キャッシュ・フロー精算表
・　前期組替表

〔リファレンス〕
・　【主要な経営指標等の推移】〔4－1－2〕
・　四半期連結貸借対照表（現金及び預金：不一致の場合あり）〔4－1－7〕
・　四半期連結損益計算書（税金等調整前四半期純利益他）〔4－1－8〕
・　勘定科目に関連のある注記情報（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係の注記
等）〔4－1－18〕

■ 資　　料 ■ 

〔チェックリスト〕

（様式）
記載の様式は四半期連結財規様式第五号又は第六号によっているか。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書の配列）
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の配列は、当期分を右側、比較
情報である前年同四半期分を左側に記載しているか。

（比較情報）
比較情報である前年同四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計
算書は、前期の四半期報告書のデータをもとに適切に作成されているこ
とを確認したか（遡及適用を行っている場合を除く）。

（注記番号）
特定の科目に関係する注記については、当該科目と注記との整合性を
とっているか。

（科目名）
科目名は原則として「EDINETタクソノミ」に拠っているか。

（金額単位）
単位は千円又は百万円で統一されているか。

（比較情報）
　比較情報である前四半期連結累計期間の欄に、前年度の対応する四半
期連結累計期間のデータが正しく転記されていることを確認したか（遡
及適用を行っている場合を除く）。
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10 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

四半期連結累計期間における企業集団のキャッシュ・フローの状
況を表す。

ひな型編　〔下13〕

■ 位置づけ ■ 

■ 参　　照 ■ 

■ 記 載 例 ■ 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、四半期連結財務諸表の一部を構成し、
企業集団の四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を活動別（営業活動、
投資活動、財務活動）に表している。
記載が必要な四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、当四半期連結累計期間に

係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書と前年同四半期連結累計期間に係る四半
期連結キャッシュ・フロー計算書であり、比較する形式（左側に前期分、右側に当
期分）となる。金額は、千円又は百万円単位で記載する。
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、第２四半期の四半期報告書において作

成すれば足りる。第１四半期、第３四半期での作成は任意となっているが、第１四
半期で作成した場合には第３四半期も作成しなければならない。
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法（作成方法）については、有価

証券報告書の連結キャッシュ・フロー計算書の解説〔2－1－28〕参照。

■ 解　　説 ■ 

〔関連条文等〕
・　四半期連結財規84条〜87条
・　四半期連結財規様式第五号又は第六号の様式及び記載上の注意
・　開示府令第四号の三様式（記載上の注意）⒆、㉓

〔必要となる資料・データ〕
・　連結キャッシュ・フロー精算表
・　前期組替表

〔リファレンス〕
・　【主要な経営指標等の推移】〔4－1－2〕
・　四半期連結貸借対照表（現金及び預金：不一致の場合あり）〔4－1－7〕
・　四半期連結損益計算書（税金等調整前四半期純利益他）〔4－1－8〕
・　勘定科目に関連のある注記情報（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係の注記
等）〔4－1－18〕

■ 資　　料 ■ 

〔チェックリスト〕

（様式）
記載の様式は四半期連結財規様式第五号又は第六号によっているか。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書の配列）
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の配列は、当期分を右側、比較
情報である前年同四半期分を左側に記載しているか。

（比較情報）
比較情報である前年同四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計
算書は、前期の四半期報告書のデータをもとに適切に作成されているこ
とを確認したか（遡及適用を行っている場合を除く）。

（注記番号）
特定の科目に関係する注記については、当該科目と注記との整合性を
とっているか。

（科目名）
科目名は原則として「EDINETタクソノミ」に拠っているか。

（金額単位）
単位は千円又は百万円で統一されているか。

（現金及び現金同等物の期末残高）
　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係を示す資料は、作成担当者以外の者による
チェック及び上長の承認を得ているか。
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〔チェックリスト〕

（作成プロセスの文書化）
本注記の作成プロセスは文書化されるとともに、元資料との照合や検
算、承認権限者による承認がチェックリスト等により漏れなく行われる
よう制度化され、かつ、適切に運用されているか。

（前期の株数の転記）
当連結会計年度期首の発行済株式数や自己株式数は、前期の有価証券
報告書の「当連結会計年度末」の株数と一致していることを確認したか。

（株主名簿等との整合性）
発行済株式数の増減や当連結会計年度末の発行済株式総数について
は、株主名簿や法人登記簿謄本と照合したか。また、新株予約権につい
ては、期中の変動と期末の残高について新株予約権原簿と照合したか。

（連結子会社の有する親会社株式）
連結株主資本等変動計算書関係の注記における自己株式数は、連結財
務諸表作成会社の保有する自己株式の数だけでなく、連結子会社が有す
る親会社株式の数（親会社の持分比率を考慮）を加えているか。

（株主総会参考書類の期末配当議案の内容との整合性）
配当に関する注記のうち、今期末の配当については、期末配当に関す
る議案と内容が一致していることを確認したか。

（リファレンス）
有価証券報告書内の他の記述との整合性が図られているか。

〈当連結会計年度中〉
・　発行済株式の変動事由の概要←→【株式等の状況】の【発行済株式
総数、資本金等の推移】及び【連結株主資本等変動計算書】
・　配当金の総額←→【連結株主資本等変動計算書】
〈当連結会計年度末〉
・　発行済株式数←→【株式等の状況】の【株式の総数等】等
・　自己株式数←→【株式等の状況】の【議決権の状況】
・　新株予約権の目的となる株式の数←→【株式等の状況】の【新株予
約権等の状況】
・　新株予約権の残高←→【連結貸借対照表】

（増減分析）
注記作成者以外の者により、前連結会計年度の注記の内容との比較・
増減結果の分析・連単比較が行われ、開示責任者に報告（または承認）
されているか。

第５　経理の状況 連結財務諸表等第一部　企業情報

37 注記事項
連結キャッシュ・フロー計算書関係

連結キャッシュ・フロー計算書の利用に際し、企業集団のキャッ
シュ・フローの状況に関する適正な判断を行えるよう、補足的に開示が必要と
認められる情報。

ひな型編　〔上45〕

■ 位置づけ ■ 

■ 参　　照 ■ 

連結キャッシュ・フロー計算書関係として、「現金及び現金同等物の期末残高と
連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係」を注記する。
また、下記の事項についても注記が必要である。
ａ　株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社
の資産及び負債の主な内訳

ｂ　株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の
資産及び負債の主な内訳

ｃ　現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行
った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少
した資産及び負債の主な内訳

ｄ　重要な非資金取引（社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された
新株予約権の行使、株式の発行等による資産〈現金及び現金同等物を除く〉の
取得及び合併、当事業年度において重要な資産除去債務を計上した場合におけ
る当該重要な資産除去債務、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であっ

■ 解　　説 ■ 

■ 記 載 例 ■ 

（第１・第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー
計算書を作成しない場合）
　第１・第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー
計算書を作成しない場合には、そのかわりとして次に掲げる事項を注記
しているか（重要性の乏しいものを除く）。
ａ　当四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資
産に係る償却費を含む）
ｂ　当四半期連結累計期間に係るのれんの償却額
　なお、重要性がないと判断した場合、その判断結果を文書に残して社
内承認を得ているか。
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る（例えば、前連結会計年度の末日に当該注記を行った場合であって、当四半期連
結会計期間の末日までに継続企業の前提に関する重要な不確実性に特段の変化がな
いときは、当初に行った注記の内容を基に、当四半期連結会計期間が属する連結会
計年度の末日までの期間に対応した内容を記載する必要がある）ことに留意しなけ
ればならない。

②　当該重要な不確実性に大きな変化があった場合
前会計期間の決算日における継続企業の前提に関する重要な不確実性に大きな変

化があった場合であって、当四半期連結会計期間の末日から１年にわたって継続企
業の前提が成立するとの評価に基づいて四半期連結財務諸表を作成するときは、上
記１ｃに規定する「当該重要な不確実性が認められる理由」として、具体的な対応
策が未定であればその旨、「対応策」の対象期間を超えた期間についても継続企業
の前提が成立すると評価した場合、その理由等を含めて記載することに留意する。

３　前会計期間にはGC注記がない場合
前会計期間の決算日において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

なかったものの、当四半期連結会計期間に継続企業の前提に関する重要な不確実性
が新たに認められることとなった場合であって、当四半期連結会計期間の末日から
１年にわたって継続企業の前提が成立するとの評価に基づいて四半期連結財務諸表
を作成するときは、上記２②と同様である。

４　重要な後発事象
四半期連結決算日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況が発生した場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対
応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、四半期連結会
計期間が属する連結会計年度（当該四半期連結会計期間以前の期間を除く）以降の
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼすときは、
当該重要な不確実性の存在は重要な後発事象に該当することに留意する。

〔関連条文等〕
・　四半期連結財規27条
・　四半期連結財規ガイドライン27
・　監査基準委員会報告書 570「継続企業」

■ 資　　料 ■ 

〔チェックリスト〕

（作成プロセスの文書化）
本注記の作成プロセスは文書化されるとともに、承認権限者による承

認がチェックリスト等により漏れなく行われるよう制度化され、かつ、
適切に運用されているか。

（総合的な判断）
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況のチェ

ックリストにより、単に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が
存在するか否かといった画一的な判断を行っていないか。経営者が自
ら、継続企業の前提に関する重要な確実性が認められるか否かについ
て、例えば重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が連結グループ
の実態を反映したものであるか否か、対応策を講じてもなお継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められるか否かといった観点から、総
合的かつ実質的に判断を行っているか。

・　監査・保証実務委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」
・　開示ガイドラインＣ個別ガイドラインⅠ２

〔必要となる資料・データ〕
・　継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況のチェックリスト

h
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３－１－１

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一

定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

　業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、○ページ「1．経営成績・財
政状態に関する分析　（1）経営成績に関する分析　② 次期の見通し」をご覧ください。

h
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　　（固定資産）
　　　…　当連結会計年度末における固定資産の残高は 94,953 百万円で、前連結会計年度末に比べ 772 百万円

減少しております。主に減価償却により有形固定資産が 782 百万円減少しております。○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　②　負債
　　（流動負債）
　　　…　当連結会計年度末における流動負債の残高は 83,541 百万円で、前連結会計年度末に比べ 875 百万円

減少しております。１年内返済予定の社債が増加 4,541 百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が
4,725 百万円減少、未払法人税等が 607 百万円減少したことが主な要因であります。○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○。

　　（固定負債）
　　　…　当連結会計年度末における固定負債の残高は 53,590 百万円で、前連結会計年度末に比べ 989 百万円

減少しております。社債の減少 5,000 百万円が主な要因であります。○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　③　純資産
　　…　当連結会計年度末における純資産の残高は 63,093 百万円で、前連結会計年度末に比べ 95 百万円減少し
ております。資本金及び資本剰余金は○○○○○○○○○○○○○○○○○により各々 87 百万円増加し
ました。利益剰余金は、当期純利益により 1,694 百万円増加しましたが、○○○○○○○。○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　④　キャッシュ・フローの状況
　　…　当連結会計年度における現金及び現金同等物は 25,197 百万円と前年同期と比べ 824 百万円（3.4％）の
増加となりました。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　…　営業活動によるキャッシュ・フローは、企業間における値引き競争の激化から税金等調整前当期純利益
が 3,403 百万円と前年同期と比べ 1,549 百万円（31.3％）の減少となりましたが、○○○○○○○○○○
○により 7,662 百万円と前年同期と比べ 1,682 百万円（28.1％）の増加となりました。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　　…　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び有価証券の売却による収入が前年同期と比べ
て減少したものの、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出がいずれも前年同期と比べて減少し
たため、5,399 百万円の支出と前年同期と比べ 9,634 百万円（64.1％）の支出減少となりました。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　　…　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の新規借入があったものの、長期借入金の返済 2,174
百万円及びリース債務による返済 1,500 百万円等があったため、1,439 百万円の支出となりました（前年
同期は 8,660 百万円の収入）。

　⑤　次期の見通し
　　…　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。
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■ひな型■

添付資料（必須）

2 取引所が一律に記載を要請している事項

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報………………………………………………………Ｘ
　（１）経営成績に関する説明…………………………………………………………………Ｘ
　（２）財政状態に関する説明…………………………………………………………………Ｘ
　（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明……………………………………Ｘ

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項………………………………………………Ｘ
　（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動………………………………Ｘ
　（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用………………………………Ｘ
　（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示……………………………Ｘ

３．四半期連結財務諸表…………………………………………………………………………Ｘ
　（１）四半期連結貸借対照表…………………………………………………………………Ｘ
　（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書……………………………Ｘ
　（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書………………………………………………Ｘ
　（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項………………………………………………Ｘ
　　　（継続企業の前提に関する注記）………………………………………………………Ｘ
　　　（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）………………………………Ｘ
　　　（セグメント情報等）……………………………………………………………………Ｘ

３－２－２
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